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規

則

■群
馬
県
知
事
の
職
務
の
代
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
知
事
の
職
務
の
代
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
知
事
の
職
務
の
代
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
順
位
の
項
中
「
反
町
敦
」
を
「
津
久
井
治
男
」
に
改
め
、
同
条
第
二
順
位
の
項
中

「
荻
澤
滋
」
を
「
宇
留
賀
敬
一
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
二
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
共
管
事
務
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三

企
画
部
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
一
項
の
表
副
知
事
反
町
敦
の
担
当
事
務
の
項
中
「
反
町
敦
」
を
「
津
久
井
治
男
」
に
改

め
、
同
表
副
知
事
荻
澤
滋
の
担
当
事
務
の
項
中
「
荻
澤
滋
」
を
「
宇
留
賀
敬
一
」
に
改
め
、
第
一
号

を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

、
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